
船舶事故等調査報告書 

平成２２年９月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第１２号 

事故等名 衝突 

発生日時 平成２２年１月１３日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 広島県尾道市 尾道灯台から真方位２４３°８４０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２３.９′ 東経１３３°１１.２′） 

事故等調査の経過 平成２２年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 開
かい

洋
よう

、９３トン 

１２６３４３、株式会社オーシャントレーディング 

Ｂ 台船 遼
はるか

、３,０９７トン 

なし、宗田造船株式会社 

Ｃ 引船 第三十五向運
こううん

丸、１９トン 

２７３－９６８３広島、向島運送株式会社 

Ｄ 台船 ＭＫ
エムケー

－１０２、６６７トン 

なし、向島運送株式会社 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

Ｃ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ：なし 

Ｂ：右舷船尾部に凹損 

Ｃ：なし 

Ｄ：船尾中央に凹損 

事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船体ブロックを積載したＢ船を約

５０ｍの索でえい
．．

航して尾道水道を東進し、同水道北側の新浜岸壁に右舷

着けで着岸するため低速力で左回頭中、Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、

船首を東に向けて錨泊中のＤ船に係留中、平成２２年１月１３日０７時３

０分ごろ、Ｂ船の右舷船尾部とＤ船の船尾中央部とが衝突した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流 東流約２ノット 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船は、尾道水道においてＢ船をえい
．．

航して左

回頭中、船長Ａが潮流による圧流度合の判断を適

切に行わなかったので、圧流されたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、尾道水道において、Ａ船がＢ船をえい
．．

航して左回頭中、Ｄ船

がＣ船を係留させて錨泊中、船長Ａが潮流による圧流度合の判断を適切に

行わなかったため、圧流されて、Ｂ船とＤ船とが衝突したことにより発生



したものと考えられる。 

 




